
一
五

秘
密
会
一
覧
表

国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第

一

回
電

気

委

員

会
電
力
復
興
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
今
年
冬
の
渇
水
期
対
策
政
府
案
に
つ
い
て
︶

昭
和二二

、
八
、三
〇

公
表
せ
ず

財
政
及
び
金
融
委
員
会

現
下
の
我
が
国
財
政
状
態
に
関
す
る
件

︵
追
加
予
算
の
財
源
に
つ
い
て
︶

二
二
、
八
、一
一

同

貿
易
資
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第 

六
九
号
︶

︵
貿
易
資
金
収
支
の
見
込
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
〇
、
九

無

図
書
館
運
営
委
員
会
国
会
図
書
館
の
設
立
促
進
等
に
関
す
る
件

︵
館
長
の
選
定
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
一
、二
六

︱

水
産
委
員
会
水
産
庁
設
置
に

関
す
る
小
委
員
会

水
産
庁
設
置
に
関
す
る
問
題
調
査

︵
水
産
庁
設
置
に
関
す
る
政
府
の
構
想
及
び
経
過
に
つ
い
て
︶

二
二
、
七
、三
〇

公
表
せ
ず

財
政
及
び
金
融
、
商
業
連
合

委
員
会

貿
易
資
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第 

六
九
号
︶

︵
貿
易
資
金
の
問
題
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
〇
、
九

無

第

三

回
議
院
運
営
委
員
会
議
員
玉
屋
喜
章
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

二
三
、一
一
、
八

一
一
、
九

一
一
、一
一

公

表

人
事
、
労
働
連
合
委
員
会
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
号
︶ 

︵
予
︶

二
三
、一
一
、一
五

公
表
せ
ず

第

四

回
予

算

委

員

会
昭
和
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
補
正︵
第
二
号
︶︵
予
︶

昭
和
二
十
三
年
度
特
別
会
計
予
算
補
正︵
特
第
二
号
︶︵
予
︶

︵
石
炭
手
当
、
寒
冷
地
手
当
の
問
題
に
つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、
六

無

昭
和
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
補
正︵
第
二
号
︶

昭
和
二
十
三
年
度
特
別
会
計
予
算
補
正︵
特
第
二
号
︶

︵
価
格
調
整
費
に
つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、二
二

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
婦
人
議
員
団
の
申
入
に
関
す
る
件

二
三
、一
二
、一
七

同

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す

る
特
別
委
員
会

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す
る
調
査

 ︵
引
揚
者
厚
生
対
策
に
関
す
る
件
︱
国
民
金
融
公
庫
法
案
に 

つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、
三

同

第

五

回
内

閣

委

員

会
行
政
機
関
職
員
定
員
法
案︵
閣
法
第
一
九
六
号
︶

行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
一
〇
号
︶

二
四
、
五
、二
三

公

表

商

工

委

員

会
配
炭
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
〇
〇
号
︶

︵
予
︶

二
四
、
五
、一
六

同

議
院
運
営
委
員
会
阿
波
丸
事
件
に
基
く
日
本
国
の
請
求
権
の
放
棄
に
関
す
る
決
議

案
の
委
員
会
審
査
省
略
要
求
の
取
扱
い
に
関
す
る
件

二
四
、
四
、
六

同

阿
波
丸
事
件
に
基
く
日
本
国
の
請
求
権
の
放
棄
に
関
す
る
決
議

に
対
す
る
報
告
に
関
す
る
件

二
四
、
四
、二
五

同

第

五

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
に
関
す
る
調
査

︵
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
四
、
六
、二
九

七
、
五

八
、
三

公

表

無無

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
に
関
す
る
調
査

︵
国
鉄
ス
ト
問
題
等
に
つ
い
て
︶

二
四
、
七
、
二

公

表

︵
注
︶
記
録
の
取
扱
い
欄
中
﹁
無
﹂
は
秘
密
会
の
議
事
に
の
み
速
記

を
付
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

﹁
︱
﹂
は
委
員
会
に
速
記
を
付
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

三
七
二



一
五

秘
密
会
一
覧
表

国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第

一

回
電

気

委

員

会
電
力
復
興
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
今
年
冬
の
渇
水
期
対
策
政
府
案
に
つ
い
て
︶

昭
和二二

、
八
、三
〇

公
表
せ
ず

財
政
及
び
金
融
委
員
会

現
下
の
我
が
国
財
政
状
態
に
関
す
る
件

︵
追
加
予
算
の
財
源
に
つ
い
て
︶

二
二
、
八
、一
一

同

貿
易
資
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第 

六
九
号
︶

︵
貿
易
資
金
収
支
の
見
込
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
〇
、
九

無

図
書
館
運
営
委
員
会
国
会
図
書
館
の
設
立
促
進
等
に
関
す
る
件

︵
館
長
の
選
定
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
一
、二
六

︱

水
産
委
員
会
水
産
庁
設
置
に

関
す
る
小
委
員
会

水
産
庁
設
置
に
関
す
る
問
題
調
査

︵
水
産
庁
設
置
に
関
す
る
政
府
の
構
想
及
び
経
過
に
つ
い
て
︶

二
二
、
七
、三
〇

公
表
せ
ず

財
政
及
び
金
融
、
商
業
連
合

委
員
会

貿
易
資
金
特
別
会
計
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第 

六
九
号
︶

︵
貿
易
資
金
の
問
題
に
つ
い
て
︶

二
二
、一
〇
、
九

無

第

三

回
議
院
運
営
委
員
会
議
員
玉
屋
喜
章
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

二
三
、一
一
、
八

一
一
、
九

一
一
、一
一

公

表

人
事
、
労
働
連
合
委
員
会
国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
七
号
︶ 

︵
予
︶

二
三
、一
一
、一
五

公
表
せ
ず

第

四

回
予

算

委

員

会
昭
和
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
補
正︵
第
二
号
︶︵
予
︶

昭
和
二
十
三
年
度
特
別
会
計
予
算
補
正︵
特
第
二
号
︶︵
予
︶

︵
石
炭
手
当
、
寒
冷
地
手
当
の
問
題
に
つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、
六

無

昭
和
二
十
三
年
度
一
般
会
計
予
算
補
正︵
第
二
号
︶

昭
和
二
十
三
年
度
特
別
会
計
予
算
補
正︵
特
第
二
号
︶

︵
価
格
調
整
費
に
つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、二
二

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
婦
人
議
員
団
の
申
入
に
関
す
る
件

二
三
、一
二
、一
七

同

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す

る
特
別
委
員
会

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す
る
調
査

 ︵
引
揚
者
厚
生
対
策
に
関
す
る
件
︱
国
民
金
融
公
庫
法
案
に 

つ
い
て
︶

二
三
、一
二
、
三

同

第

五

回
内

閣

委

員

会
行
政
機
関
職
員
定
員
法
案︵
閣
法
第
一
九
六
号
︶

行
政
機
関
職
員
定
員
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
一
〇
号
︶

二
四
、
五
、二
三

公

表

商

工

委

員

会
配
炭
公
団
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
〇
〇
号
︶

︵
予
︶

二
四
、
五
、一
六

同

議
院
運
営
委
員
会
阿
波
丸
事
件
に
基
く
日
本
国
の
請
求
権
の
放
棄
に
関
す
る
決
議

案
の
委
員
会
審
査
省
略
要
求
の
取
扱
い
に
関
す
る
件

二
四
、
四
、
六

同

阿
波
丸
事
件
に
基
く
日
本
国
の
請
求
権
の
放
棄
に
関
す
る
決
議

に
対
す
る
報
告
に
関
す
る
件

二
四
、
四
、二
五

同

第

五

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
に
関
す
る
調
査

︵
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
四
、
六
、二
九

七
、
五

八
、
三

公

表

無無

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
に
関
す
る
調
査

︵
国
鉄
ス
ト
問
題
等
に
つ
い
て
︶

二
四
、
七
、
二

公

表

︵
注
︶
記
録
の
取
扱
い
欄
中
﹁
無
﹂
は
秘
密
会
の
議
事
に
の
み
速
記

を
付
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

﹁
︱
﹂
は
委
員
会
に
速
記
を
付
さ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
。

三
七
三

一
五
　
秘
密
会
一
覧
表



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第

五

回

閉

会

後
地
方
行
政
、
法
務
連
合
委
員

会

地
方
行
政
に
関
す
る
調
査

︵
最
近
の
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
四
、
七
、
六

無

第

六

回
厚
生
委
員
会
社
会
事
業
団
体

及
び
施
設
の
振
興
に
関
す
る

小
委
員
会

社
会
事
業
団
体
及
び
施
設
の
振
興
に
関
す
る
調
査

︵
同
胞
援
護
会
の
問
題
等
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、一
〇

公
表
せ
ず

経
済
安
定
、
大
蔵
、
通
商
産

業
連
合
委
員
会

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶︵
予
︶

︵
法
案
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、二
五

無

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

︵
法
案
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、二
九

同

第

七

回
水

産

委

員

会
水
産
物
増
産
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
船
だ
捕
事
件
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
一
、二
七

︱

第

八

回
内

閣

委

員

会
行
政
機
構
の
整
備
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
予
備
隊
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
七
、二
九

︱

大

蔵

委

員

会
関
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
五
号
︶

二
五
、
七
、二
七

無

地
方
行
政
、
大
蔵
、
農
林
、

通
商
産
業
、
予
算
連
合
委
員

会

地
方
税
法
案︵
閣
法
第
一
号
︶︵
予
︶

二
五
、
七
、一
八

公

表

第

八

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
海
上
保
安
官
の
増
強
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
八
、一
一

無

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
予
備
隊
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
九
、二
〇

同

電
力
問
題
に
関
す
る
特
別
委

員
会

電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
見
返
資
金
と
電
力
再
編
成
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
八
、
一

公

表

第

十

回
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
法
改
正
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、
二

無

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
東
京
都
の
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、一
七

同

外

務

委

員

会
講
和
問
題
に
関
連
す
る
諸
問
題
並
び
に
国
際
情
勢
等
に
関
す
る

調
査︵外

交
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、一
五

一
部
公
表
せ
ず

通
商
産
業
委
員
会
通
商
及
び
産
業
一
般
に
関
す
る
調
査

︵
当
面
の
為
替
及
び
貿
易
金
融
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
五
、一
二

公
表
せ
ず

電
力
問
題
に
関
す
る
特
別
委

員
会

電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
発
送
電
株
式
会
社
の
含
み
資
産
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、
三

公

表

第

十

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
制
度
改
正
後
の
状
況
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
七
、一
二

無

第
十
一
回

閉

会

後
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係

小
委
員
会

職
員
人
事
の
公
正
明
朗
化
に
関
す
る
件

二
六
、
九
、二
〇

︱

本
院
事
務
局
の
人
事
に
関
す
る
件

二
六
、一
〇
、
三

︱

第
十
二
回
在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す

る
特
別
委
員
会

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す
る
調
査

 ︵
平
和
条
約
実
施
に
伴
う
戦
犯
者
の
取
扱
い
、
仮
釈
放
、
恩 

赦
等
に
関
す
る
件
等
︶

二
六
、一
〇
、二
九

︱

第
十
三
回
内

閣

委

員

会
大
蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
九

号
︶

大
蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
三
〇
号
︶

二
七
、
六
、二
〇

無

三
七
四



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第

五

回

閉

会

後
地
方
行
政
、
法
務
連
合
委
員

会

地
方
行
政
に
関
す
る
調
査

︵
最
近
の
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
四
、
七
、
六

無

第

六

回
厚
生
委
員
会
社
会
事
業
団
体

及
び
施
設
の
振
興
に
関
す
る

小
委
員
会

社
会
事
業
団
体
及
び
施
設
の
振
興
に
関
す
る
調
査

︵
同
胞
援
護
会
の
問
題
等
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、一
〇

公
表
せ
ず

経
済
安
定
、
大
蔵
、
通
商
産

業
連
合
委
員
会

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶︵
予
︶

︵
法
案
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、二
五

無

外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
管
理
法
案︵
閣
法
第
四
三
号
︶

︵
法
案
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
︶

二
四
、一
一
、二
九

同

第

七

回
水

産

委

員

会
水
産
物
増
産
対
策
に
関
す
る
調
査

︵
漁
船
だ
捕
事
件
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
一
、二
七

︱

第

八

回
内

閣

委

員

会
行
政
機
構
の
整
備
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
予
備
隊
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
七
、二
九

︱

大

蔵

委

員

会
関
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
五
号
︶

二
五
、
七
、二
七

無

地
方
行
政
、
大
蔵
、
農
林
、

通
商
産
業
、
予
算
連
合
委
員

会

地
方
税
法
案︵
閣
法
第
一
号
︶︵
予
︶

二
五
、
七
、一
八

公

表

第

八

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
海
上
保
安
官
の
増
強
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
八
、一
一

無

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
予
備
隊
の
進
捗
状
況
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
九
、二
〇

同

電
力
問
題
に
関
す
る
特
別
委

員
会

電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
見
返
資
金
と
電
力
再
編
成
に
関
す
る
件
︶

二
五
、
八
、
一

公

表

第

十

回
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
法
改
正
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、
二

無

地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
東
京
都
の
治
安
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、一
七

同

外

務

委

員

会
講
和
問
題
に
関
連
す
る
諸
問
題
並
び
に
国
際
情
勢
等
に
関
す
る

調
査︵外

交
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、一
五

一
部
公
表
せ
ず

通
商
産
業
委
員
会
通
商
及
び
産
業
一
般
に
関
す
る
調
査

︵
当
面
の
為
替
及
び
貿
易
金
融
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
五
、一
二

公
表
せ
ず

電
力
問
題
に
関
す
る
特
別
委

員
会

電
力
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
発
送
電
株
式
会
社
の
含
み
資
産
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
二
、
三

公

表

第

十

回

閉

会

後
地
方
行
政
委
員
会
地
方
行
政
の
改
革
に
関
す
る
調
査

︵
警
察
制
度
改
正
後
の
状
況
に
関
す
る
件
︶

二
六
、
七
、一
二

無

第
十
一
回

閉

会

後
議
院
運
営
委
員
会
庶
務
関
係

小
委
員
会

職
員
人
事
の
公
正
明
朗
化
に
関
す
る
件

二
六
、
九
、二
〇

︱

本
院
事
務
局
の
人
事
に
関
す
る
件

二
六
、一
〇
、
三

︱

第
十
二
回
在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す

る
特
別
委
員
会

在
外
同
胞
引
揚
問
題
に
関
す
る
調
査

 ︵
平
和
条
約
実
施
に
伴
う
戦
犯
者
の
取
扱
い
、
仮
釈
放
、
恩 

赦
等
に
関
す
る
件
等
︶

二
六
、一
〇
、二
九

︱

第
十
三
回
内

閣

委

員

会
大
蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
九

号
︶
大
蔵
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
三
〇
号
︶

二
七
、
六
、二
〇

無

三
七
五

一
五
　
秘
密
会
一
覧
表



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第
十
三
回

内

閣

委

員

会
保
安
庁
法
案︵
閣
法
第
二
〇
二
号
︶

海
上
公
安
局
法
案︵
閣
法
第
二
三
七
号
︶

二
七
、
七
、
八

無

法

務

委

員

会
破
壊
活
動
防
止
法
案︵
閣
法
第
一
七
〇
号
︶

公
安
調
査
庁
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
七
一
号
︶

公
安
審
査
委
員
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
七
二
号
︶

二
七
、
六
、一
一

同

大

蔵

委

員

会
在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案︵
第
十
二

回
国
会
閣
法
第
一
四
号
︶

二
七
、
三
、二
九

同

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
三
号
︶

同

同

日
本
開
発
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
三
八

号
︶

二
七
、
六
、
五

同

通
商
産
業
委
員
会
公
益
事
業
令
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
七
号
︶

二
七
、
五
、一
〇

同

電
気
通
信
委
員
会

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条

に
基
く
行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
電
信
電
話
料
金
法
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
五
一
号
︶

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条

に
基
く
行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
五
八
号
︶

二
七
、
四
、一
八

同

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
五
四
号
︶

二
七
、
六
、
九

同

労

働

委

員

会
労
働
関
係
調
整
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二

〇
号
︶

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
一
号
︶

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
案︵
閣
法
第
二
二
二
号
︶

二
七
、
七
、一
〇

︱

第
十
五
回

厚

生

委

員

会
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
引
揚
援
護
対
策
に
関
す
る
件
︶

二
七
、一
二
、二
四

︱

水

産

委

員

会
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
防
衛
水
域
に
関
す
る
件
︶

二
七
、一
一
、二
七

公

表

電
気
通
信
委
員
会
電
気
通
信
事
業
運
営
状
況
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
電
信
電
話
公
社
職
員
の
賃
金
改
訂
の
件
︶

二
七
、一
二
、一
三

無

第
十
六
回

農

林

委

員

会
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
食
糧
需
給
に
関
す
る
件
︶

二
八
、
七
、一
六

公

表

中
共
地
域
か
ら
の
帰
還
者
援

護
に
関
す
る
特
別
委
員
会

中
共
地
域
か
ら
の
帰
還
者
に
対
す
る
帰
還
事
務
及
び
生
活
援
護

等
に
関
す
る
調
査

︵
華
僑
の
中
共
地
区
送
還
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
八
、
六
、
二

無

厚
生
委
員
会
ら
い
に
関
す
る

小
委
員
会

ら
い
予
防
法
案︵
閣
法
第
一
三
四
号
︶

二
八
、
七
、三
〇

︱

第
十
七
回
大

蔵

委

員

会
租
税
、
金
融
制
度
及
び
専
売
事
業
等
に
関
す
る
調
査

︵
株
主
相
互
金
融
に
関
す
る
件
︶

二
八
、一
一
、
四

無

第
十
八
回

同

租
税
、
金
融
制
度
及
び
専
売
事
業
等
に
関
す
る
調
査

︵
金
融
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
八
、一
二
、
三

同

電
気
通
信
委
員
会
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基 

き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件︵
日
本
電
信
電
話
公
社
︶︵
第
十

七
回
国
会
閣
議
第
八
号
︶︵
予
︶

二
八
、一
二
、
四

同

第
十
九
回
地
方
行
政
委
員
会
警
察
法
案︵
閣
法
第
三
一
号
︶

警
察
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案 

︵
閣
法
第
三
二
号
︶

︵
参
考
人
の
意
見
聴
取
︶

二
九
、
五
、二
八

公

表

三
七
六



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第
十
三
回

内

閣

委

員

会
保
安
庁
法
案︵
閣
法
第
二
〇
二
号
︶

海
上
公
安
局
法
案︵
閣
法
第
二
三
七
号
︶

二
七
、
七
、
八

無

法

務

委

員

会
破
壊
活
動
防
止
法
案︵
閣
法
第
一
七
〇
号
︶

公
安
調
査
庁
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
七
一
号
︶

公
安
審
査
委
員
会
設
置
法
案︵
閣
法
第
一
七
二
号
︶

二
七
、
六
、一
一

同

大

蔵

委

員

会
在
外
公
館
等
借
入
金
の
返
済
の
実
施
に
関
す
る
法
律
案︵
第
十
二

回
国
会
閣
法
第
一
四
号
︶

二
七
、
三
、二
九

同

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
三
号
︶

同

同

日
本
開
発
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
三
八

号
︶

二
七
、
六
、
五

同

通
商
産
業
委
員
会
公
益
事
業
令
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
七
号
︶

二
七
、
五
、一
〇

同

電
気
通
信
委
員
会

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条

に
基
く
行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
電
信
電
話
料
金
法
等
の
特
例

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
五
一
号
︶

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
第
三
条

に
基
く
行
政
協
定
の
実
施
に
伴
う
電
波
法
の
特
例
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
五
八
号
︶

二
七
、
四
、一
八

同

放
送
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
衆
第
五
四
号
︶

二
七
、
六
、
九

同

労

働

委

員

会
労
働
関
係
調
整
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二

〇
号
︶

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
一
号
︶

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
案︵
閣
法
第
二
二
二
号
︶

二
七
、
七
、一
〇

︱

第
十
五
回

厚

生

委

員

会
社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
引
揚
援
護
対
策
に
関
す
る
件
︶

二
七
、一
二
、二
四

︱

水

産

委

員

会
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
防
衛
水
域
に
関
す
る
件
︶

二
七
、一
一
、二
七

公

表

電
気
通
信
委
員
会
電
気
通
信
事
業
運
営
状
況
に
関
す
る
調
査

︵
日
本
電
信
電
話
公
社
職
員
の
賃
金
改
訂
の
件
︶

二
七
、一
二
、一
三

無

第
十
六
回

農

林

委

員

会
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
食
糧
需
給
に
関
す
る
件
︶

二
八
、
七
、一
六

公

表

中
共
地
域
か
ら
の
帰
還
者
援

護
に
関
す
る
特
別
委
員
会

中
共
地
域
か
ら
の
帰
還
者
に
対
す
る
帰
還
事
務
及
び
生
活
援
護

等
に
関
す
る
調
査

︵
華
僑
の
中
共
地
区
送
還
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
八
、
六
、
二

無

厚
生
委
員
会
ら
い
に
関
す
る

小
委
員
会

ら
い
予
防
法
案︵
閣
法
第
一
三
四
号
︶

二
八
、
七
、三
〇

︱

第
十
七
回
大

蔵

委

員

会
租
税
、
金
融
制
度
及
び
専
売
事
業
等
に
関
す
る
調
査

︵
株
主
相
互
金
融
に
関
す
る
件
︶

二
八
、一
一
、
四

無

第
十
八
回

同

租
税
、
金
融
制
度
及
び
専
売
事
業
等
に
関
す
る
調
査

︵
金
融
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
八
、一
二
、
三

同

電
気
通
信
委
員
会
公
共
企
業
体
等
労
働
関
係
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基 

き
、
国
会
の
議
決
を
求
め
る
の
件︵
日
本
電
信
電
話
公
社
︶︵
第
十

七
回
国
会
閣
議
第
八
号
︶︵
予
︶

二
八
、一
二
、
四

同

第
十
九
回
地
方
行
政
委
員
会
警
察
法
案︵
閣
法
第
三
一
号
︶

警
察
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
令
の
整
理
に
関
す
る
法
律
案 

︵
閣
法
第
三
二
号
︶

︵
参
考
人
の
意
見
聴
取
︶

二
九
、
五
、二
八

公

表

三
七
七

一
五
　
秘
密
会
一
覧
表



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第
十
九
回

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査

︵
戦
争
犯
罪
人
の
釈
放
減
刑
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
二
、一
二

公
表
せ
ず

外

務

委

員

会
国
際
情
勢
等
に
関
す
る
調
査

︵
賠
償
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
三
、
四

無

大

蔵

委

員

会
公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
七

号
︶

二
九
、
五
、
七

五
、一
二

同

農

林

委

員

会
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
硫
安
の
生
産
費
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
四
、一
九

一
部
公
表
せ
ず

臨
時
硫
安
需
給
安
定
法
案︵
第
十
六
回
国
会
閣
法
第
一
六
七
号
︶

二
九
、
五
、一
九

五
、二
〇

五
、二
四

同

通
商
産
業
委
員
会
硫
安
工
業
合
理
化
及
び
硫
安
輸
出
調
整
臨
時
措
置
法
案︵
第
十
六

回
国
会
閣
法
第
一
六
八
号
︶

通
商
及
び
産
業
一
般
に
関
す
る
調
査

︵
臨
時
硫
安
需
給
安
定
法
案
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
五
、一
三

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
議
員
加
藤
武
徳
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

二
九
、
四
、一
二

四
、一
三

四
、一
四

一
部
公
表
せ
ず

第
十
九
回

閉

会

後
人

事

委

員

会
国
家
公
務
員
の
給
与
問
題
等
に
関
す
る
調
査

︵
勤
務
地
手
当
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
八
、一
九

無

第
二
十
二
回

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査

︵
法
務
行
政
に
関
す
る
件
︶

三
〇
、
六
、一
四

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
常
任
委
員

会
の
調
査
機
関
整
備
等
に
関

す
る
小
委
員
会

常
任
委
員
会
の
調
査
機
関
整
備
に
関
す
る
件

三
〇
、
五
、二
五

五
、二
七

五
、三
〇

六
、
二

︱

第
二
十
四
回
農
林
水
産
委
員
会
農
林
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
韓
国
の
り
に
関
す
る
件
︶

三
一
、
四
、二
〇

無

社
会
労
働
委
員
会
保
険
経
済

に
関
す
る
小
委
員
会

社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
保
険
経
済
に
関
す
る
件
︶

三
一
、
五
、一
七

同

第
二
十
六
回
農
林
水
産
委
員
会
農
林
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
日
ソ
漁
業
交
渉
に
関
す
る
件
︶

三
二
、
四
、
五

一
部
公
表
せ
ず

第
三
十
一
回
大

蔵

委

員

会
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
五
号
︶

三
四
、
二
、一
七

無

連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
伴
う
損
失
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
六
号
︶

三
四
、
四
、二
八

同

第
七
十
八
回
ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会

ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る
件
︶

五
一
、一
一
、
四

公

表

第
百
四
十
回
議
院
運
営
委
員
会
議
員
友
部
達
夫
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

平
成九
、
一
、二
九

公
表
せ
ず



三
七
八



国
会
回
次
委

員

会

案

件

開
会
年
月
日
記
録
の
取
扱
い

第
十
九
回

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査

︵
戦
争
犯
罪
人
の
釈
放
減
刑
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
二
、一
二

公
表
せ
ず

外

務

委

員

会
国
際
情
勢
等
に
関
す
る
調
査

︵
賠
償
問
題
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
三
、
四

無

大

蔵

委

員

会
公
認
会
計
士
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
七

号
︶

二
九
、
五
、
七

五
、一
二

同

農

林

委

員

会
農
林
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
硫
安
の
生
産
費
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
四
、一
九

一
部
公
表
せ
ず

臨
時
硫
安
需
給
安
定
法
案︵
第
十
六
回
国
会
閣
法
第
一
六
七
号
︶

二
九
、
五
、一
九

五
、二
〇

五
、二
四

同

通
商
産
業
委
員
会
硫
安
工
業
合
理
化
及
び
硫
安
輸
出
調
整
臨
時
措
置
法
案︵
第
十
六

回
国
会
閣
法
第
一
六
八
号
︶

通
商
及
び
産
業
一
般
に
関
す
る
調
査

︵
臨
時
硫
安
需
給
安
定
法
案
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
五
、一
三

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
議
員
加
藤
武
徳
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

二
九
、
四
、一
二

四
、一
三

四
、一
四

一
部
公
表
せ
ず

第
十
九
回

閉

会

後
人

事

委

員

会
国
家
公
務
員
の
給
与
問
題
等
に
関
す
る
調
査

︵
勤
務
地
手
当
に
関
す
る
件
︶

二
九
、
八
、一
九

無

第
二
十
二
回

法

務

委

員

会
検
察
及
び
裁
判
の
運
営
等
に
関
す
る
調
査

︵
法
務
行
政
に
関
す
る
件
︶

三
〇
、
六
、一
四

公
表
せ
ず

議
院
運
営
委
員
会
常
任
委
員

会
の
調
査
機
関
整
備
等
に
関

す
る
小
委
員
会

常
任
委
員
会
の
調
査
機
関
整
備
に
関
す
る
件

三
〇
、
五
、二
五

五
、二
七

五
、三
〇

六
、
二

︱

第
二
十
四
回
農
林
水
産
委
員
会
農
林
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
韓
国
の
り
に
関
す
る
件
︶

三
一
、
四
、二
〇

無

社
会
労
働
委
員
会
保
険
経
済

に
関
す
る
小
委
員
会

社
会
保
障
制
度
に
関
す
る
調
査

︵
保
険
経
済
に
関
す
る
件
︶

三
一
、
五
、一
七

同

第
二
十
六
回
農
林
水
産
委
員
会
農
林
水
産
政
策
に
関
す
る
調
査

︵
日
ソ
漁
業
交
渉
に
関
す
る
件
︶

三
二
、
四
、
五

一
部
公
表
せ
ず

第
三
十
一
回
大

蔵

委

員

会
接
収
貴
金
属
等
の
処
理
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
五
号
︶

三
四
、
二
、一
七

無

連
合
国
財
産
の
返
還
等
に
伴
う
損
失
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
九
六
号
︶

三
四
、
四
、二
八

同

第
七
十
八
回
ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る

調
査
特
別
委
員
会

ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る
調
査

︵
ロ
ッ
キ
ー
ド
問
題
に
関
す
る
件
︶

五
一
、一
一
、
四

公

表

第
百
四
十
回
議
院
運
営
委
員
会
議
員
友
部
達
夫
君
の
逮
捕
に
つ
い
て
許
諾
を
求
め
る
の
件

平
成九
、
一
、二
九

公
表
せ
ず



三
七
九

一
五
　
秘
密
会
一
覧
表


